
【県内６金融機関相互のＡＴＭ利用手数料が無料】 

滋賀県信用組合は、平成 28 年 1 月 21 日、滋賀銀行、滋賀中央信用金庫、長浜信用

金庫、湖東信用金庫、滋賀県民信用組合とお客さまの ATM 利用手数料を相互に無料とす

ることで合意し、平成 28 年 3 月 6 日（日）よりサービス（「滋賀どこでも ATM ネッ

ト」）を開始いたします。これにより、無料でお引き出しできる ATM が増加し、各金融機

関ご利用のお客さまの利便性が高まります。  

このステッカーが貼ってある下記の金融機関 ATM では、平日 8：45～18：00 のご利

用手数料が 0 円となります。 

 

【サービス加盟金融機関】 

   ・湖東信用金庫 

   ・滋賀中央信用金庫 

   ・長浜信用金庫 

   ・滋賀銀行 

   ・滋賀県信用組合 

   ・滋賀県民信用組合 

 

 

【サービス対象となるお取引】 

   ・キャッシュカードによるお引出し 

   ・キャッシュカードによるお振込み（別途振込手数料が必要です） 

  ・キャッシュカードによるお預入れ（信用組合・信用金庫のみ個人は対象） 

     ※法人カードはサービス対象外です。 

 

【サービス対象となるＡＴＭ】 

・金融機関が管理する全ての ATM 

※コンビニ ATM、6 金融機関以外が幹事金融機関の共同 CD・ATM は対象外です。 

 

 【サービス内容】 

 8：00～8：45 8：45～18：00 18：00～21：00 

平 日 110 円 無料 110 円 

休 日 110 円 

     ※お振込みの場合は、別途振込手数料が必要です 


